
 
 

平成２８年１月１４日 

 

 

報道機関各位 

 

 

鳥栖市商工振興課長 佐藤 道夫 

 

 

「鳥栖創業支援事業計画」の国の認定について 

 

 

鳥栖市は、新たな創業を支援し就労機会を創出するため、産業競争力強化法

に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成２８年１月１３日付けで国（経

済産業省・総務省）の第７回認定を受けましたのでお知らせいたします。 

このことにより、鳥栖市内の創業希望者が本計画の「特定創業支援事業」を

受講することで、株式会社設立時の登録免許税の軽減、信用保証枠の拡大、日

本政策金融公庫から融資を受ける際の融資要件の緩和措置などの支援を受ける

ことができます。 

 

記 

 

１．鳥栖市創業支援事業計画の概要  

（１）主な事業 

①ワンストップ窓口「鳥栖市産業支援相談室（愛称：鳥栖ビズ）」の設置 

②創業支援セミナー ※特定創業支援事業  

（２）計画期間  平成２７年１１月１日～平成３１年３月３１日    

（３）その他   別紙資料をご参照ください。 

 

２．創業支援セミナーについて    

 ２月に市主催の「創業支援セミナー」を開催します。 

 詳細は、別添のチラシをご参照ください。 

 

 

（担当）商工振興課商工観光労政係  担当者 内山 真由子 

             ℡８５-３６０５ 

鳥栖市投げ込み資料 



市区町村 鳥栖市 

認定連携 
創業支援 
事業者 

概 要 

 鳥栖市では、鳥栖商工会議所主催の「とす創業塾」に対する助成等の創業支援事業
を行ってきましたが、本計画により関係機関との連携体制整備し、市が主体となって
創業支援の取組みを強化することで、年間１５件の創業の実現を目指します。  
 平成２７年度～３０年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、創業支援セミ
ナー等による支援を実施します。 

特徴 

 鳥栖市では、「鳥栖市産業支援相談室〈愛称：鳥栖ビズ）」を軸とした「鳥栖創業支援
ネットワーク(仮称）」により、創業希望者の創業支援を行います。 

年間目標数 創業支援対象者数：延べ９０件        創業者数：１５件 

 
 
 

創業予定者を個別サポート 
●事業計画 
●資金調達 
●マーケティング 
●販路確保 

創業前 

創業後のさまざまな経営課題の 
解決をサポート 

創業後 

〈全体像〉鳥栖市創業支援ネットワーク（仮称）                                                                 
※下線は特定創業支援事業                                                                 
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